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(57)【要約】
【課題】折返し部分を折り返したときに、折返し部分の
浮き上がりを防止することができるスリーブを提供する
こと。
【解決手段】内面にシーラント層を積層した包装材を製
袋して作成され、表面側又は裏面側のいずれか一方の外
面に左右のサイドシール部１４に跨がる突出片１３が設
けられ、突出片１３から下方を本体部分、突出片１３か
ら上方を折返し部分とし、折返し部分が開口した状態で
、突出片１３の根元を基点として本体部分に対し折返し
部分を突出片１３と反対側に折り返して封止するように
構成された袋１０の本体部分を覆うスリーブ２０である
。そして、スリーブ２０は、表裏の面を有し、少なくと
も上部が開口した形状をしており、表裏の面の一方の面
に、折返し部分を折返し状態で保持するための保持手段
２４が設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内面にシーラント層を積層した包装材を製袋して作成され、表面側又は裏面側のいずれ
か一方の外面に左右のサイドシール部に跨がる突出片が設けられ、突出片から下方を本体
部分、突出片から上方を折返し部分とし、折返し部分が開口した状態で、突出片の根元を
基点として本体部分に対し折返し部分を突出片と反対側に折り返して封止するように構成
された袋の本体部分を覆うスリーブであって、表裏の面を有し、少なくとも上部が開口し
た形状をしており、表裏の面の一方の面に、折返し部分を折返し状態で保持するための保
持手段が設けられていることを特徴とするスリーブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上部を開口した袋を封止するために当該袋と組み合わせて使用されるスリー
ブに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人は、内容物の一部をそのまま袋に残した状態で開封箇所を繰り返し封鎖できる
袋として、すでに特願２０１１－１７７４３７号を出願している。この出願に記載した包
装袋は、少なくとも上辺シール部と左右両側片のサイドシール部とを有し、表面側又は裏
面側のいずれか一方の外面に開口端となる部位よりさらに内側の位置で左右のサイドシー
ル部に跨がる中間シール部が突き出る状態で設けられている。収納した内容物を取り出す
には、上辺シール部と中間シール部との間に開口端を形成することで開封する。そして、
所定量の内容物を取り出した後は、その中間シール部を基点として中間シール部より上側
の部分を折り返すことにより再封できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記の袋は、封止操作を繰り返して行っても当初と同じように何度でも封止することが
できるものの、中間シール部より上側の部分を折り返して封止したときに、中間シール部
より上側の部分が若干浮き上がるため、消費者が封止性に疑問を持つというような問題が
ある。
【０００４】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは
、表面側又は裏面側のいずれか一方の外面に左右のサイドシール部に跨がる突出片が設け
られ、突出片から下方を本体部分、突出片から上方を折返し部分とし、折返し部分が開口
した状態で、突出片の根元を基点として本体部分に対し折返し部分を突出片と反対側に折
り返して封止するように構成された袋において、折返し部分を折り返したときに、折返し
部分の浮き上がりを防止することができるスリーブを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の目的を達成するため、本発明に係るスリーブは、内面にシーラント層を積層した
包装材を製袋して作成され、表面側又は裏面側のいずれか一方の外面に左右のサイドシー
ル部に跨がる突出片が設けられ、突出片から下方を本体部分、突出片から上方を折返し部
分とし、折返し部分が開口した状態で、突出片の根元を基点として本体部分に対し折返し
部分を突出片と反対側に折り返して封止するように構成された袋の本体部分を覆うスリー
ブであって、表裏の面を有し、少なくとも上部が開口した形状をしており、表裏の面の一
方の面に、折返し部分を折返し状態で保持するための保持手段が設けられていることを特
徴としている。
【発明の効果】
【０００６】
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　本発明のスリーブは、保持手段が設けられた面を袋の折返し部分と対向する側の面に対
面させ、突出片より下方の本体部分を覆った状態で使用される。そして、突出片より上方
の折返し部分が開口した袋をその突出片の根元を基点として折り返したときに、スリーブ
の保持手段により突出片の浮き上がりが防止される。したがって、消費者が封止性に疑問
を持つようなことを払拭することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明に係るスリーブを装着した袋を示す斜視図である。
【図２】図１のスリーブ付き袋を背面側から見た状態で示す斜視図である。
【図３】図１のスリーブ付き袋で使用した袋を示す説明図である。
【図４】図３のＡ－Ａ断面図である。
【図５】図３の袋を再封した状態で示す説明図である。
【図６】図１のスリーブ付き袋で用いたスリーブの展開図である。
【図７】図１のスリーブ付き袋を開封状態で示す背面側の斜視図である。
【図８】図１のスリーブ付き袋を再封状態で示す斜視図である。
【図９】図６のスリーブの変形例を示す展開図である。
【図１０】図９のスリーブを装着した袋を再封状態で示す斜視図である。
【図１１】本発明のスリーブを装着する袋の別の例を示す斜視図である。
【図１２】図１１の袋のＡ－Ａ断面図である。
【図１３】本発明のスリーブを装着する袋のさらに別の例を示す斜視図である。
【図１４】袋の突出片のシールパターンの変形例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１及び図２は本発明に係るスリーブを装着した袋を示すもので、このスリーブ付き袋
は、図示のように、袋１０の胴部における下側を大きく覆う状態で偏平筒状のスリーブ２
０を取り付けた形態をしている。
【０００９】
　ここで使用した袋１０は平パウチであり、図３及び図４に示すように、底部で二つ折り
した上下サイズが長い方の包装材１１と、上下サイズが短い方の包装材１２とが左右方向
の突出片１３で直線状に貼り合わせられ、さらに左右両側辺のサイドシール部１４で直線
状に貼り合わせられた構造になっており、突出片１３は根元までシールされた状態で、左
右両側辺のサイドシール部１４と直交するように形成されている。また、左右のサイドシ
ール部１４には、突出片１３より上方の対応する位置にそれぞれ開封用ノッチ１５が形成
されている。なお、袋１０において、胴部の突出片１３を有さない側の面を表面側、突出
片１３を有する側の面を裏面側とする。
【００１０】
　この袋１０の製袋機による製造手順は例えば次のようである。製袋機にて一枚の包装材
を搬送しながら、まず、左右の端部を向かい合わせるように搬送して、底部の折りと突出
片１３の形成を同時に行う。このとき、突出片１３は根元までシールする。次に、左右の
シールを行ってサイドシール部１４を形成した後、開封用ノッチ１５を打ち抜き、続く工
程で上辺を切り落として充填口を形成する。次いで、ギロチン刃にてサイドシール部１４
のところで１袋ずつ分離するようにカットする。これにより図３及び図４に示す袋１０が
製造される。なお、この例では底シールを形成していないが、必要に応じて底シールを形
成するようにしてもよい。
【００１１】
　本発明のスリーブ２０は、図１に示す如くこのような袋１０を覆った状態で使用するも
のであるが、図３及び図４に示す袋１０はスリーブ２０を取り付けなくても次のようにし
て使用することができる。
【００１２】
　すなわち、袋１０は、複数枚纏められた状態で充填工程に送られてそこで内容物が充填
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される。そして、上辺の開口から内容物を充填し、その開口を閉じるように図３の点線で
示す部位をヒートシールして上辺シール部１６を形成する。このような充填工程を経るこ
とで、袋１０は、左右両側辺のサイドシール部１４に加え、上辺シール部１６を有したも
のとなり、開封用ノッチ１５を取っ掛かりにして包装材を破断することにより、上辺シー
ル部１６より内側の部位に左右のサイドシール部１４に跨がる開口端を形成して開封する
ことができる。また、表面側又は裏面側のいずれか一方の外面に開口端となる部位よりさ
らに内側の位置で左右のサイドシール部１４に跨がる突出片１３が突き出る状態で設けら
れたものとなる。
【００１３】
　このように内容物が充填された袋１０は、開封用ノッチ１５から袋端部を切り取って開
封し、内容物を一部だけ取り出した後、簡単に封止することができる。すなわち、図３に
示すように、突出片１３より下方を本体部分Ｈ、突出片１３から開口端までを折返し部分
Ｃとし、図５に示すように、突出片１３の根元を基点として、本体部分Ｈに対し折返し部
分Ｃを突出片１３と反対側に折り返すと、突出片１３があることによって折返し部分Ｃの
戻り（折返し部分Ｃが元に戻ろうとする反発）が抑制され、密閉状態で閉じた状態が維持
される。このとき、折返し部分Ｃは袋１０の側面から浮いた状態になる。
【００１４】
　図１のスリーブ付き袋で用いられているスリーブ２０の展開図を図６に示す。図示のよ
うに、スリーブ２０は、内後板２１、前板２２、外後板２３がスリーブ折れ線ａ，ｂを介
して連設している。前居た２２がスリーブ２０の表面を形成し、内後板２１および外後板
２３がスリーブ２０の裏面を形成する。そして、スリーブ折れ線ａには、下部寄りのとこ
ろに当該スリーブ折れ線ａに直交する押込み切れ線αを設け、その両端からそれぞれ下方
に延びる押込み折れ線ｃ，ｄを設けて、その内側部分を押込み部Ｐａとしている。同様に
、スリーブ折れ線ｂには、下部寄りのところに当該スリーブ折れ線ｂに直交する押込み切
れ線βを設け、その両端からそれぞれ下方に延びる押込み折れ線ｅ，ｆを設けて、その内
側部分を押込み部Ｐｂとしている。なお、押込み折れ線ｃ，ｄ，ｅ，ｆに沿ってスリーブ
２０を貫通するようにミシン目を形成してもよい。
【００１５】
　また、前板２２には、その上部中央付近に、円弧状の切込み線からなり、その切込み線
の両端と真ん中からそれぞれ外向きに短い切れ線が入った差込み口２４が形成されている
。このような切込み線からなる差込み口２４は、本体部分Ｈと折返し部分Ｃの幅を同一に
することができ、袋１０を製造しやすくなるため、円弧状をはじめとして逆Ｖ字状、逆Ｕ
字状等の上方に凸となる形状にすることが好ましい。
【００１６】
　このスリーブ２０を袋１０に取り付けるには、スリーブ２０の前板２２と外後板２３に
おける図６の取付け箇所２２ａ，２３ａにホットメルト、接着剤等を塗布し、図３の袋１
０を載せてから内後板２１、外後板２３を順に重ね合わせて糊代箇所２１ａで貼り合わせ
る。このとき、スリーブ２０の前板２２が袋１０の表面側に来るようにする。このように
スリーブ２０を袋１０に取り付けた後、充填工程にて内容物を充填することで図１及び図
２に示す商品の形態となる。或いは、袋１０に内容物を充填してから、その袋１０の外面
にスリーブ２０を取り付けるようにしてもよい。
【００１７】
　このように、ホットメルト樹脂、接着剤などを使用してスリーブ２０を袋１０に取り付
けることができるが、スリーブ２０の最内層および袋１０の最外層をヒートシール性を有
する熱可塑性樹脂とし、ヒートシールで取り付けるようにしてもよい。
【００１８】
　使用時には、図７に示すように、開封用ノッチ１５から袋１０の端部を切り取って開封
し、内容物を一部だけ取り出す。このとき、スリーブ２０の押込み部Ｐａ，Ｐｂを内側に
向けて押し込むことによって、スリーブ２０をしっかりと自立可能な状態にしておくこと
ができる。そして、再封時には、図８に示すように、上部が開いた折返し部分Ｃを突出片
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１３と反対側に折り返し、その先端を差込み口２４に係止することにより、折返し部分Ｃ
がスリーブ２０に保持されて浮き上がりが防止される。このように、折返し部分Ｃの先端
をスリーブ２０の差込み口２４に係止するので、少なくとも折返し部分Ｃが係止される箇
所は、袋１０とスリーブ２０を接着しないようにする必要がある。なお、図７では一方の
サイドシール部１４から他方のサイドシール部１４に跨がって開口が形成される例を示し
たが、折返し部分Ｃの一部に開口を形成するようにしてもよい。
【００１９】
　袋１０の折返し部分Ｃをスリーブ２０に保持させる手段としては、上記のように、スリ
ーブ２０に切込み線からなる差込み口２４を形成して折返し部分Ｃの先端をその差込み口
２４に係止するようにしてもよく、あるいは、スリーブ２０に粘着手段を設けて折返し部
分Ｃとスリーブ２０とを貼着するようにしてもよい。
【００２０】
　図９は図６に示すスリーブ２０の変形例であり、前板２２に差込み口２４を設ける代わ
りに粘着手段２５を設けたスリーブ２０の展開図を示している。このスリーブ２０は前述
したのと同様の手順で図１及び図２と同じように袋１０に取り付けることができる。また
、使用時には図７と同じように自立状態にすることができる。そして、再封時には、図１
０に示すように、上部が開いた折返し部分Ｃを突出片１３と反対側に折り返し、その先端
を粘着手段２５の粘着力で係止することにより、折返し部分Ｃがスリーブ２０に保持され
て浮き上がりが防止される。
【００２１】
　スリーブに用いる粘着手段２５としては、通常の両面テープ（帯状の基材の両面に粘着
剤が塗られており、巻物状としたもの）でもよいが、ノンキャリアタイプの粘着テープを
用いるのが好ましい。ノンキャリアタイプの粘着テープは、重セパレータ、粘着層、軽セ
パレータの順に積層された積層体であり、本発明では、軽セパレータを剥がして袋に粘着
することになり、一番最初に封止するときには、重セパレータを剥がして、粘着層と折返
し部分あるいは本体部分を貼り合わせるようにする。
【００２２】
　ノンキャリアタイプの粘着テープに用いる粘着剤の構成材料としては、例えば、天然ゴ
ム系、合成ゴム系、アクリル樹脂系、シリコーン樹脂系、ポリエステル樹脂系等が挙げら
れる。合成ゴム系の具体例としては、スチレン－ブタジエンゴム、アクリロニトリル－ブ
タジエンゴム、ポリイソブチレンゴムが挙げられる。これらの粘着剤は、１種単独で又は
２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００２３】
　好適に用いられる粘着剤としては、アクリル樹脂系が挙げられる。アクリル樹脂系粘着
剤は、少なくとも（メタ）アクリル酸アルキルエステルモノマーを含んで重合させたもの
である。炭素原子数１～１８程度のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエス
テルモノマーとカルボキシル基を有するモノマーとの共重合体や、炭素原子数１～１８程
度のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステルモノマーの２種以上を用い
た共重合体であるのが一般的である。なお、（メタ）アクリル酸とは、アクリル酸及び／
又はメタクリル酸をいう。
【００２４】
　ここで使用される（メタ）アクリル酸アルキルエステルモノマーの例としては、（メタ
）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸ｎ－プロピル、（
メタ）アクリル酸ｎ－ブチル等を挙げることができる。
【００２５】
　ノンキャリアタイプの粘着テープに用いるセパレータは、基材シートの一方の面に離型
剤層が積層されている。基材シートは、通常粘着剤層の支持体として使用できるものであ
れば何れでもよく、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート
、ポリエチレンナフタレート、テレフタル酸－イソフタル酸－エチレングリコール共重合
体、テレフタル酸－シクロヘキサンジメタノール－エチレングリコール共重合体などのポ
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リエステル系樹脂、ナイロン６などのポリアミド系樹脂、ポリプロピレン、ポリメチルペ
ンテン、シクロオレフィン重合体などのポリオレフィン系樹脂、上質紙、パーチメント紙
、硫酸紙などの紙等が挙げられる。なお、これらの樹脂は、単独、又は複数種類の混合樹
脂（ポリマーアロイを含む）として用いられ、基材シートの層構成は、以上の材料層の単
層、又は２層以上の積層体として用いられる。
【００２６】
　基材シートの厚みは特に限定されないが、１０～１００μｍが好ましい。また、基材シ
ートと離型剤層との接着性を向上させるため、必要に応じて基材表面にコロナ放電処理、
プラズマ処理、プライマーコート、脱脂処理、表面粗面化処理等の易接着性処理を行うこ
ともできる。
【００２７】
　セパレータの離型剤層は粘着剤層に対して離型性（剥離性）の材料により形成すること
ができる。例えば、フッ素系樹脂、パラフィンワックス、モンタンワックス、合成ワック
ス等のワックス類や、ポリシロキサン、シリコーン等の珪素系樹脂、メラミン系樹脂、ポ
リオレフィン系樹脂、多官能アクリレート、エポキシ樹脂等の離型剤を単体で、或いはこ
れをアクリル樹脂、セルロース系樹脂又はビニル系樹脂等の樹脂バインダー中に添加して
塗工液を調製し、その塗工液を離型シート用基材に塗布して乾燥し、或いは架橋乃至重合
させて離型剤層を形成することにより行うことができる。また、上記の樹脂をエクストル
ージョンコート等により離型シート用基材にラミネートして離型剤等を形成することによ
り行うこともできる。
【００２８】
　また、スリーブに設ける粘着手段は、リワーク性（繰り返し剥がしたり、貼り合わせた
りできること）を有することが必要であり、そのためには，粘着剤の架橋密度を高める（
主剤に対する硬化剤の配合比率を高くする）、あるいは、粘着剤の主剤の分子量を高くす
ることが有効である。
【００２９】
　粘着手段の粘着力は、封止状態では折返し部分がスリーブから剥がれないとともに、内
容物を取り出す際にはスリーブから折返し部分を剥がせる接着強度を有する必要がある。
剥離強度で言えば、１～１０Ｎ／２５ｍｍ幅が好ましく、３～１０Ｎ／２５ｍｍ幅がさら
に好ましい。ここで言う剥離強度は、幅２５ｍｍ、長さ１５０ｍｍの粘着テープを用い、
「ＪＩＳ　Ｚ０２３７」に準じて、オリエンテック製のテンシロン引張試験機により３０
０ｍｍ／ｍｉｎ、１８０度で剥がした時の剥離強度の平均値とする。
【００３０】
　スリーブに設ける粘着手段の幅ｗは、５～２５ｍｍとすることが好ましく、１０～１５
ｍｍとすることがさらに好ましい。幅が５ｍｍより狭いと折返し部分が剥がれ易くなり、
幅が２５ｍｍより広いと折返し部分を剥がし難くなるため好ましくない。そして、前記し
たように、スリーブの幅方向全体に渡って設けなくてもよく、内容物や用途などに応じて
適宜の長さを選択すればよいものである。
【００３１】
　袋１０に対するスリーブ２０の取付け位置は次のようである。すなわち、袋１０の封止
を阻害しないようにする必要があるため、スリーブ２０の上端が、袋１０の本体部分Ｈの
上端に達しないようにスリーブ２０を取り付けるようにする。スリーブ２０の上端と本体
部分Ｈの上端との間隔は１～１０ｍｍ程度とすることが好ましく、２～５ｍｍとすること
が更に好ましい。２ｍｍ未満であると袋１０の封止を阻害してしまうため好ましくなく、
１０ｍｍより大きいと袋１０の折返し部分Ｃを長くする必要があるため、内容物が取り出
しにくくなるとともに、袋１０のコストアップとなるため好ましくない。
【００３２】
　上記の実施形態におけるスリーブ２０は、各スリーブ折れ線ａ，ｂの下端寄りのところ
に押込み部Ｐａ，Ｐｂを設けているが、このような押込み部を設けない形態にすることも
できる。また、スリーブ折れ線ａ，ｂに押込み部を設ける場合は、下端寄りのところに設
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ける代わりに、中央付近に設けることもできる。あるいは、図６において、スリーブ折れ
線ａから押込み折れ線ｃ，ｄをそれぞれスリーブ折れ線ａの下端に向けて斜め方向に延び
るように設け、同様に、スリーブ折れ線ｂから押込み折れ線ｅ，ｆをそれぞれスリーブ折
れ線ｂの下端に向けて斜め方向に延びるように設け、二等辺三角形の押込み部を設けるよ
うにすることもできる。
【００３３】
　また、スリーブ折れ線ａ，ｂを対称軸としてその両側に種々のパターンで押込み折れ線
を設けることでそのパターンに対応した形状の押込み部を設けることができる。例えば、
スリーブ折れ線ａ，ｂの上端から下端にかけてくの字状で外広がりの押込み折れ線を設け
るとともに、これらの押込み折れ線の略中央部同士を結んでスリーブ折れ線ａ，ｂに直交
する押込み補助折れ線を設けることで、菱形の押込み部を設けることができる。また、両
端同士が交差しない状態で円弧状で外膨らみの押込み折れ線を設けるとともに、これらの
押込み折れ線の略中央部同士を結んでスリーブ折れ線に直交する押込み補助折れ線を設け
ることで、中央が膨らんだ状態で自立性のある押込み部を設けることができるし、さらに
は、その下側だけを直線でスリーブ折れ線ａ，ｂに交差しない形状に設けることによりさ
らに自立性を付与することができる。
【００３４】
　本発明のスリーブ２０は、図１及び図２に示す如く、表裏の面を有し、少なくとも上部
が開口した形状をしているが、スリーブ２０の表裏の面の形状としては、図１及び図２に
示すような矩形のほかに、上辺と底辺が平行で底辺の方が上辺よりも長い台形等が挙げら
れる。ただ、どのような形状を採るにしても、スリーブ２０の成形しやすさを考慮すると
、表裏の面は同じ形状とすることが好ましい。
【００３５】
　また、スリーブ２０は、図１及び図２に示すように上下を開口した形状のほか、上部を
開口し底部を閉口した形態も考えられる。何れの形態も、スリーブ２０が側辺から中央に
向かって膨らんだ形状になることから、折返し部分Ｃの差込み口２４への係止操作が行い
やすくなり、折返し部分Ｃの浮き上がり防止効果を向上させることができる。
【００３６】
　また、スリーブ２０は、図１及び図２に示すように、上下を開口することが好ましい。
両側辺を内方に向かって押すことにより、スリーブ２０の開口とともに袋の開口を大きく
開くことができ、内容物を取り出しやすくなる。
【００３７】
　また、上記において、スリーブ２０は、図１及び図２に示すように、底部を水平にして
自立性を有する例を示したが、自立性を有していなくてもよい。
【００３８】
　また、スリーブ２０のブランクは、図６に示すように、内後板２１（裏面の片方を形成
する面）、前板２２（表面）、外後板２３（裏面のもう片方を形成する面）を折れ線を介
して連設した形状のほか、表面、裏面、糊代片を折れ線を介して順に連設した形状が挙げ
られる。また、スリーブ２０は、図６に示すように表裏の面を折れ線を介して連設した１
部材で構成するほか、２部材で構成して各々の部材を接着してもよい。
【００３９】
　本発明のスリーブは、その材質で言えば、プラスチック、紙、紙にヒートシール性を有
する熱可塑性樹脂層を積層した積層体などを挙げることができる。紙としては、カード紙
やコートボール紙等の保形性がある厚紙の中から適宜選択すればよい。紙の坪量は、１５
０～４００ｇ／ｍ2 のものを用いることが好ましい。
【００４０】
＜スリーブを装着する袋のタイプ＞
　本発明のスリーブを装着する袋は、上記した平パウチに限定されるものではなく、折返
し部分が開口した状態で、突出片の根元を基点として本体部分に対し折返し部分を突出片
と反対側に折り返すことで封止が可能でさえあれば、任意のタイプの袋を用いることがで
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きる。
【００４１】
　例えば、図３及び図４で示す袋１０（平パウチ）は、長短２枚の包装材を製袋して作成
したものであるか、突出片を平パウチに後付けしたものであってもよい。すなわち、上下
に長い包装材をシーラント層を内側として二つ折り状態で対向させた後、左右両側辺のサ
イドシール部で直線状に貼り合わせ、その左右のサイドシール部にそれぞれ開封用ノッチ
を形成してから、表面側又は裏面側のいずれか一方の外面に開封用ノッチより内側の位置
で左右のサイドシール部に跨がる突出片を突き出る状態で貼り付けたものでもよい。この
ような突出片は矩形状の包装材からなり、Ｔ字型に折り曲げて対向している部分をホット
メルトで貼り合わせた後、袋にホットメルトにて取り付ける。ホットメルトに限らず接着
剤やヒートシールで取り付けてもよい。このタイプの袋では、突出片は左右のサイドシー
ル部に跨がるように後付けするほか、サイドシール部より内側に取り付けるようにしても
よい。
【００４２】
　本発明のスリーブを装着する袋として図１１及び図１２に示すようなスタンディングパ
ウチの形態をしたものを挙げることができる。この袋５０は、底部でＷ折りした上下サイ
ズが長い方の包装材５１と、上下サイズが短い方の包装材５２とが左右方向の突出片５３
で直線状に貼り合わせられ、さらに左右両側辺のサイドシール部５４で直線状に貼り合わ
せられた構造になっており、左右方向の突出片５３は根元までシールされた状態で、左右
両側辺のサイドシール部５４と直交するように形成されている。また、左右のサイドシー
ル部５４には、突出片５３より上方の対応する位置にそれぞれ開封用ノッチ５５が形成さ
れている。
【００４３】
　この袋５０の製袋機による製造手順は例えば次のようである。製袋機にて一枚の包装材
を搬送し、まず左右の端部を向かい合わせ突出片５３の形成を行う。次に、スタンディン
グパウチの形態とするため、底部両端を表裏で貼り合わせるのに必要な底孔５１ａを形成
するためのパンチ孔加工を行ってから底部の折りを行う。続いて、放物線状の底シールと
直線状のサイドシールを行って底シール部５６とサイドシール部５４を形成した後、続く
工程で開封用ノッチ５５を打ち抜き、上辺を切り落として充填口を形成する。次いで、ギ
ロチン刃にてサイドシール部５４のところで１袋ずつ分離するようにカットする。これに
より図１１及び図１２に示す袋５０が製造される。
【００４４】
　このタイプの袋５０は、上辺の開口から内容物を充填し、その開口を閉じるように上端
部の点線で示す部位をヒートシールして上辺シール部５７を形成する。このような充填工
程を経ることで、袋５０は、左右両側辺のサイドシール部５４と底シール部５６に加え、
上辺シール部５７を有したものとなり、開封用ノッチ５５を取っ掛かりにして包装材を破
断することにより、上辺シール部５７より内側の部位に開口端を形成して開封することが
できる。そして、表面側又は裏面側のいずれか一方の外面に開口端となる部位よりさらに
内側の位置で左右のサイドシール部５４に跨がる突出片５３が突き出る状態で設けられた
ものとなる。
【００４５】
　このように内容物が充填された袋５０は、開封用ノッチ５５から袋端部を切り取って開
封し、内容物を一部だけ取り出した後、簡単に封止することができる。すなわち、突出片
５３より下方を本体部分Ｈ、突出片５３から開口端までを折返し部分Ｃとし、突出片３３
の根元を基点として本体部分Ｈに対し折返し部分Ｃを突出片５３と反対側に折り返すと、
突出片５３があることにより折返し部分Ｃの戻り（折返し部分Ｃが元に戻ろうとする反発
）が抑制され、密閉状態で閉じた状態が維持される。
【００４６】
　また、図１１及び図１２に示す袋５０（スタンディングパウチ）は、２枚の包装材５１
，５２からなる構造としたが、４枚の包装材からなる構造としてもよい。すなわち、表裏



(9) JP 2014-19471 A 2014.2.3

10

20

30

40

50

の一方側を上下サイズの長い包装材、表裏の他方側を上下サイズの短い２つの包装材で構
成し、他方側の２つの包装材を突出片５３で直線状に貼り合わせた状態で一方側の包装材
と相対させ、その相対する表裏の包装材の間に、断面が逆Ｖ字形をした包装材を介在させ
て、底シール部５６で放射線状に貼り合わせ、かつ左右両側辺のサイドシール部５４で直
線状に貼り合わせてなる構造とした袋でもよい。
【００４７】
　また、スタンディングパウチの形態をした別の袋としては、底部でＷ折りした長い包装
材と、下端が折り返された短い包装材とを左右両側辺のサイドシール部と直交する突出片
で貼り合わせたタイプが挙げられる。このタイプの袋は、底部がシールされるのではなく
Ｗ折りされた点が異なっており、内容物を充填すると底部が膨らむので、図１１及び図１
２に示す袋５０よりも内容量が多くなる。この底部がＷ折りされたスタンディングパウチ
を製造するに際しては、底シールを行う工程に代えて、プレートを挿入して底折込部を形
成すればよい。
【００４８】
　また、スタンディングパウチの形態をしたさらに別の袋としては、スタンディングパウ
チに突出片を後付けしたものが挙げられる。例えば、表面側と裏面側の包装材をシーラン
ト層を内側として対向させ、その間に逆Ｖ字形をした包装材を介在させて、底シール部で
放物線状に貼り合わせ、かつ左右両側辺のサイドシール部で直線状に貼り合わせ、その左
右のサイドシール部にそれぞれ開封用ノッチを形成した後、表面側又は裏面側のいずれか
一方の外面に開封用ノッチより内側の位置で左右のサイドシール部に跨がる突出片を突き
出る状態で貼り付けたものである。この突出片は矩形状の包装材からなり、Ｔ字型に折り
曲げて対向している部分をホットメルトで貼り合わせた後、袋にホットメルトにて取り付
ける。ホットメルトに限らず接着剤やヒートシールで取り付けてもよい。このタイプの袋
では、突出片は左右のサイドシール部に跨がるように後付けするほか、サイドシール部よ
り内側に取り付けるようにしてもよい。
【００４９】
　本発明のスリーブを装着する袋として、図１３に示すような底部及び両側部にひだを有
するガゼット式の形態をした袋６０を用いてもよい。この袋６０は、充填された内容物を
取り出すに際し、はさみで上部を切り取って開口を形成するタイプである。
【００５０】
　図１３に示す袋６０は、表裏の他方側が上下サイズの長い包装材６１からなり、表裏の
一方側が上下サイズの短い２つの包装材６２Ａ，６２Ｂからなっており、一方側の包装材
６２Ａ，６２Ｂが左右方向の突出片６３で直線状に貼り合わされた状態で他方側の包装材
６１と相対し、その相対する表裏の包装材（包装材６１と包装材６２Ａ，６２Ｂ）の間に
、断面が逆Ｖ字状をした３つの包装材、すなわち底部に包装材６４と両側部にそれぞれ包
装材６５を介在させて、底部の包装材６４を底辺に添った底シール部６６で直線状に貼り
合わせるとともに、両側部の包装材６５をそれぞれ左右両側辺のサイドシール部６７で直
線状に貼り合わせ、さらに、底部の包装材６４の左右端縁と側部の包装材６５の下端縁を
貼り合わせて、側部の包装材６５の下部を底部の包装材６４の折りに合わせて折り込んだ
構造をしており、左右方向の突出片６３は根元までシールされた状態で、左右両側辺のサ
イドシール部６７と直交するように形成されている。
【００５１】
　このタイプの袋６０は、上辺の開口から内容物を充填し、その開口を閉じるように上端
部の点線で示す部位をヒートシールして上辺シール部６８を形成する。このような充填工
程を経ることで、袋６０は、左右両側辺のサイドシール部６７と底シール部６６に加え、
上辺シール部６８を有したものとなり、はさみで上辺シール部６８を切り取ることにより
、上辺シール部６８より内側の部位に開口端を形成して開封することができる。そして、
表面側又は裏面側のいずれか一方の外面に開口端となる部位よりさらに内側の位置で左右
のサイドシール部６７に跨がる突出片６３が突き出る状態で設けられたものとなる。
【００５２】
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　このように内容物が充填された袋６０は、はさみで上辺シール部６８を切り取って開封
し、内容物を一部だけ取り出した後、簡単に封止することができる。すなわち、突出片６
３より下方を本体部分Ｈ、突出片６３から開口端までを折返し部分Ｃとし、突出片６３の
根元部分を基点として本体部分Ｈに対し折返し部分Ｃを突出片６３と反対側に折り返すと
、突出片３３があることにより折返し部分Ｃの戻り（折返し部分Ｃが元に戻ろうとする反
発）が抑制され、密閉状態で閉じた状態が維持される。
【００５３】
　このように、底部と両側部にひだ（ガセット）のある形態とした場合は、開口を長方形
あるいは正方形として大きく広げることができるので、内容物を充填しやすい、あるいは
内容物を取り出しやすいという利点がある。また、立てて置けるので、開封した後に形成
される開口が床面から離れているため衛生的である。
【００５４】
　以上で説明した袋では、左右のサイドシール部に跨がる突出片について、重なる包装材
を根元までシールすることで形成しているが、図１４に例示するようなシールパターンで
形成してもよい。
【００５５】
　図１４は図３に示した袋１０をベースに突出片１３についてそのシールパターンの変形
例を示したもので、（ａ）は左右のサイドシール部１４に跨がって根元部分だけを細くシ
ールしたパターンであり、（ｂ）は左右のサイドシール部１４に跨がってシールしてはい
るが、中央付近のみを根元までシールし、その両側は根元部分を空けてシールしたパター
ンであり、（ｃ）は左右のサイドシール部１４に跨がってシールしてはいるが、中央付近
の根元部分のみを空け、その両側を根元までシールしたパターンである。このように突出
片１３の少なくとも根元部分がシールされていれば、袋１０を折り返したときに突出片１
３があることにより戻りが抑制される。ただし、根元部分をシールする領域が多いほど、
折り返した部分が元に戻ろうとする反発を抑制できるため、封止効果を高めることができ
る。
【００５６】
＜袋の包装材＞
　本発明のスリーブを装着する袋の包装材としては、主にプラスチックを主体とする積層
フィルムが用いられる。簡単な構成のものでは、基材フィルム層にシーラント層を積層し
た構成の積層フィルムが用いられるが、袋に充填される内容物や、充填後の取扱い条件、
或いは、水蒸気その他のガスバリヤー性、遮光性、各種の機械的強度など必要とされる性
能に応じて、基材フィルム層とシーラント層との間などに、例えば、中間層として、水蒸
気その他のガスバリヤー層、遮光層、強度向上層などを積層した構成の積層フィルムを使
用する。
【００５７】
　前記基材フィルム層や水蒸気その他のガスバリヤー層、遮光層、強度向上層などの中間
層、シーラント層などは、それぞれ単独の層で形成してもよいが、複数の層を積層して形
成してもよい。
【００５８】
　前記基材フィルム層には、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフ
タレートなどのポリエステルの二軸延伸フィルムのほか、ナイロン６、ナイロン６６、Ｍ
ＸＤ６（ポリメタキシリレンアジパミド）などのポリアミドの二軸延伸フィルム、そして
、二軸延伸ポリプロピレンフィルム（ＯＰＰ）などを好適に使用することができる。
【００５９】
　前記ガスバリヤー層としては、エチレン・酢酸ビニル共重合体ケン化物（ＥＶＯＨ）、
ポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）などのフィルムのほ
か、アルミニウム箔（ＡＬ）、或いは、シリカ、アルミナ、アルミニウムなどの蒸着層や
ＰＶＤＣの塗膜層を設けた二軸延伸ナイロンフィルム（ＯＮフィルム）、シリカ、アルミ
ナ、アルミニウムなどの蒸着層を設けたポリエチレンテレフタレート（ＶＭＰＥＴ）、二
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軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム（ＰＥＴフィルム）、二軸延伸ポリプロピレ
ンフィルム（ＯＰＰフィルム）などを使用することができる。これらのうち、アルミニウ
ム箔またはアルミニウム蒸着層を設けたフィルムは、不透明であるため遮光層を兼ねるこ
ともできる。
【００６０】
　前記強度向上層としては、前記基材フィルムのいずれかを適宜追加積層してもよく、二
軸延伸高密度ポリエチレンフィルムなどを防湿層を兼ねて積層することもできる。
【００６１】
　また、中間層に易引き裂き性の一軸延伸ポリプロピレンフィルム、一軸延伸高密度ポリ
エチレン、易引き裂き性二軸延伸ポリエステルフィルム（「エンブレット」ＰＣ（ＭＤ方
向に易引き裂き性）、ユニチカ（株）製）などを、その延伸方向が袋を開封する際の引き
裂き方向と一致するように積層することにより、易開封性手段として、引き裂きを容易に
し、かつ、その方向性を安定化させることができる。
【００６２】
　前記基材フィルム層とガスバリヤー層、遮光層、強度向上層などの中間層との積層には
、公知のドライラミネーション法または押し出しラミネーション法（サンドイッチラミネ
ーション法）を用いることができる。
【００６３】
　前記シーラント層には、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、直鎖状低密度ポリエチレン
（ＬＬＤＰＥ）のほか、エチレン・αオレフィン共重合体、エチレン・酢酸ビニル共重合
体、エチレン・アクリル酸共重合体、エチレン・アクリル酸エステル共重合体・アイオノ
マー、ポリプロピレン（ＣＰＰ）、シリカ、アルミナ、アルミニウムなどの蒸着層を設け
たポリプロピレン（ＶＭＣＰＰ）またはその共重合体などを使用することができる。
【００６４】
　シーラント層の積層は、上記の樹脂をフィルム状に製膜し、ドライラミネーション法ま
たは押し出しラミネーション法で積層する方法、或いは、上記の樹脂を押し出しコートし
て積層する方法などを採ることができる。ただし、内容物がシーラント層に浸透しやすい
ものの場合は、ドライラミネーション法で積層することが好ましい。
【００６５】
　このようなプラスチックを主体とする積層フィルムの具体例として、代表的には次の層
構成からなる包装材を挙げることができる。アルミニウム箔はプラスチックに比べて反発
力が低いため、プラスチックのみで構成される場合に比べて封止効果を高めることができ
る。下記１）～10）はドライラミネーション法による積層フィルムであり、各層は接着剤
で貼り合わされる。なお、下記１）～10）の積層フィルムは外面から各層を順次積層した
例を示し、（　）内の値は各層の厚みを示す。
【００６６】
１）ＰＥＴ（12μｍ）／ＣＰＰ（30～ 150μｍ）
２）ＰＥＴ（12μｍ）／ＬＬＤＰＥ（30～ 150μｍ）
３）ＰＥＴ（12μｍ）／ＶＭＰＥＴ（12μｍ）／ＬＬＤＰＥ（30～ 150μｍ）
４）ＰＥＴ（12μｍ）／ＶＭＰＥＴ（12μｍ）／ＣＰＰ（30～ 150μｍ）
５）ＰＥＴ（12μｍ）／ＡＬ（ 6～ 7μｍ）／ＬＬＤＰＥ（30～ 150μｍ）
６）ＯＰＰ（20μｍ）／ＣＰＰ（30～ 150μｍ）
７）ＯＰＰ（20μｍ）／ＬＬＤＰＥ（30～ 150μｍ）
８）ＯＰＰ（20μｍ）／ＶＭＣＰＰ（30～ 150μｍ）
９）ＶＭＰＥＴ（12μｍ）／ＣＰＰ（30～ 150μｍ）
10）ＰＥＴ（12μｍ）／ＡＬ（ 6～ 7μｍ）／ＣＰＰ（30～ 150μｍ）
【００６７】
　本発明のスリーブを装着する袋の包装材としては、上記のようなプラスチックを主体と
する積層フィルムのほか、層構成に紙を有する包装材を用いることもできる。このような
紙を積層したものとしては、次の層構成からなる包装材を挙げることができる。紙はプラ
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スチックに比べて反発力が低いため、プラスチックのみで構成される場合に比べて封止効
果を高めることができる。下記１）～４）はドライラミネーション法による積層フィルム
であり、各層は接着剤で貼り合わされる。下記５）～11）は押出しラミネーション法によ
る積層フィルムであり、ＰＥ（ポリエチレン）は接着層の役割を果たす。なお、下記１）
～11）の積層フィルムは外面から各層を順次積層した例を示し、（　）内の値は各層の厚
みを示す。
【００６８】
１）紙（30～60ｇ／ｍ2 ）／ＣＰＰ（30～ 150μｍ）
２）紙（30～60ｇ／ｍ2 ）／ＬＬＤＰＥ（30～ 150μｍ）
３）紙（30～60ｇ／ｍ2 ）／ＡＬ（ 6～ 7μｍ）／ＣＰＰ（30～ 150μｍ）
４）紙（30～60ｇ／ｍ2 ）／ＡＬ（ 6～ 7μｍ）／ＬＬＤＰＥ（30～ 150μｍ）
５）紙（30～60ｇ／ｍ2 ）／ＰＥ（15～30μｍ）／ＡＬ（ 6～ 7μｍ）／ＰＥ（15～30μ
ｍ）
６）紙（30～60ｇ／ｍ2 ）／ＰＥ（15～30μｍ）／ＡＬ（ 6～ 7μｍ）／ＰＥ（15～30μ
ｍ）／ＣＰＰ（30～ 150μｍ）
７）紙（30～60ｇ／ｍ2 ）／ＰＥ（15～30μｍ）／ＡＬ（ 6～ 7μｍ）／ＰＥ（15～30μ
ｍ）／ＬＬＤＰＥ（30～ 150μｍ）
８）ＰＥＴ（12μｍ）／ＰＥ（15～30μｍ）／紙（30～60ｇ／ｍ2 ）／ＰＥ（15～30μｍ
）／ＡＬ（ 6～ 7μｍ）／ＰＥ（15～30μｍ）
９）ＰＥＴ（12μｍ）／ＰＥ（15～30μｍ）／紙（30～60ｇ／ｍ2 ）／ＰＥ（15～30μｍ
）／ＡＬ（ 7μｍ）／ＰＥ（15～30μｍ）／ＣＰＰ（30～ 150μｍ）
10）ＰＥＴ（12μｍ）／ＰＥ（15～30μｍ）／紙（30～60ｇ／ｍ2 ）／ＰＥ（15～30μｍ
）／ＡＬ（ 6～ 7μｍ）／ＰＥ（15～30μｍ）／ＬＬＤＰＥ（30～ 150μｍ）
11）ＰＥＴ（12μｍ）／ＰＥ（15～30μｍ）／ＶＭＰＥＴ（12μｍ）／ＰＥ（15～30μｍ
）／ＬＬＤＰＥ（30～ 150μｍ）
【００６９】
　以上、本発明を実施するための形態について詳細に説明してきたが、本発明によるスリ
ーブは、上記の実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲
において種々の変更が可能であることは言うまでもないことである。
【００７０】
　上記の例では、スリーブを袋に接着する例を説明したが、スリーブを袋に接着せず、単
に覆うようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明のスリーブを装着する袋は、内容物として固体や粉体などの乾燥を嫌う物質を収
納するタイプに限るものではなく、流動性のある内容物であってもよい。
【００７２】
　また、本発明のスリーブを装着する袋は、上辺シール部及び開封用ノッチを形成せず、
上辺が開口した袋であってもよく、例えば残った食べ物や材料を保存するときの入れ物と
して使用するような袋であってもよい。
【符号の説明】
【００７３】
　Ｃ　折返し部分
　Ｈ　本体部分
　Ｐａ　Ｐｂ　押込み部
　１０　袋
　１１，１２　包装材
　１３　突出片
　１４　サイドシール部
　１５　開封用ノッチ
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　１６　上辺シール部
　２０　スリーブ
　２１　内後板
　２１ａ　糊代箇所
　２２　前板
　２２ａ　取付け箇所
　２３　外後板
　２３ａ　取付け箇所
　２４　差込み口
　２５　粘着手段
　５０　袋
　５１，５２　包装材
　５１ａ　底孔
　５３　突出片
　５４　サイドシール部
　５５　開封用ノッチ
　５６　底シール部
　５７　上辺シール部
　６０　袋
　６１，６２Ａ，６２Ｂ　包装材
　６３　突出片
　６４，６５　包装材
　６６　底シール部
　６７　サイドシール部
　６８　上辺シール部
　ａ，ｂ　スリーブ折れ線
　ｃ，ｄ，ｅ，ｆ　押込み折れ線
　ｍ，ｎ　折れ線
　α，β　押込み切れ線
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